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※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

　
　
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

３０
（
国
保
税
）
納
税
通
知
書
を
７
月

　
日
（
水
）
に
発
送
し
ま
す
。

１１
　
４
月
～　
年
３
月
の
加
入
月
数

３１

分
を
計
算
し
た
通
知
で
す
。
納
付

書
や
口
座
振
替（
普
通
徴
収
）、年

金
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
の
い
ず

れ
か
の
方
法
で
の
納
付
と
な
り
ま

す
。

◎
普
通
徴
収
の
納
期
は
９
回
で
す

　
納
付
書
や
口
座
振
替
の
方
法

（
普
通
徴
収
）
で
納
付
す
る
方
は
、

原
則
、
７
月
～　
年
３
月
の
９
回

３１

の
納
期
に
な
り
ま
す（
左
表
参
照
）。

た
だ
し
、
年
度
途
中
に　
歳
を
迎

７５

え
る
方
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
と
重
複
し
な
い
よ
う
、
税
額

と
納
期
回
数
を
調
整
し
て
い
ま
す
。

第
１
期
の
納
期
限
は
７
月　

日
３１

（
火
）
で
す
。
納
期
内
納
税
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
特
別
徴
収
の
対
象
に
な
る
方

　
次
の
①
～
③
の
す
べ
て
に
該
当

す
る
場
合
、
国
保
税
は
年
金
か
ら

の
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
と
な
り

ま
す
。
た
だ
し
、
年
度
途
中
に　
７５

歳
を
迎
え
る
方
な
ど
一
部
対
象
に

な
ら
な
い
世
帯
も
あ
り
ま
す
。

　
①
世
帯
主
が
国
保
の
被
保
険
者

　
②
世
帯
内
の
国
保
被
保
険
者
全

員
が　
歳
～　
歳

６５

７４

　
③
特
別
徴
収
対
象
年
金
が
年
額

　
万
円
以
上
あ
り
、
介
護
保
険
料

１８と
国
保
税
と
の
合
計
が
、
年
金
額

の
２
分
の
１
を
超
え
な
い

　
な
お
、
今
年
度
新
た
に
特
別
徴

収
の
対
象
に
な
る
方
は
、
第
３
期

ま
で
普
通
徴
収
と
な
り
、　

月
か

１０

ら
特
別
徴
収
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

◎
特
別
徴
収
か
ら
口
座
振
替
へ
の

納
付
方
法
変
更

　
国
保
税
の
納
付
方
法
を
特
別
徴

収
か
ら
口
座
振
替
に
変
更
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
希
望
す
る
方
は
、

納
付
方
法
変
更
の
届
け
出
を
保
険

年
金
課
（
市
役
所
１
階
）
で
行
っ

て
く
だ
さ
い
。
８
月
２
日
（
木
）

ま
で
に
手
続
き
を
し
た
場
合
は
、

　
月
の
特
別
徴
収
を
中
止
し
、　

１０

１０

月
末
か
ら
口
座
振
替
で
納
付
す
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。
８
月
３
日

（
金
）
以
降
に
手
続
き
を
し
た
場

合
は
、　

月
以
降
の
特
別
徴
収
か

１２

ら
中
止
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

こ
れ
ま
で
の
国
保
税
の
納
付
状
況

か
ら
、
口
座
振
替
へ
の
変
更
が
認

め
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】①
振

替
口
座
の
分
か
る
も
の
ま
た
は
キ

ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
（
手
続
き
に
暗

証
番
号
が
必
要
で
す
）
②
通
帳
届

け
出
印
③
被
保
険
者
証
（
本
人
確

認
の
た
め
持
参
し
て
く
だ
さ
い
）

　
※
国
保
税
の
口
座
登
録
を
し
て

い
る
方
は
③
の
み
と
な
り
ま
す
。

特
別
徴
収
も
口
座
振
替
も
、
お
支

払
い
い
た
だ
く
国
保
税
の
総
額
は

変
わ
り
ま
せ
ん
。

◎
国
保
税
の
軽
減

　
国
保
税
は
目
的
税
で
あ
り
、
原

則
、
一
般
税
の
よ
う
な
非
課
税
制

度
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
所
得

の
少
な
い
方
も
、
応
益
割
（
均
等

割
）
の
国
保
税
を
負
担
す
る
こ
と

か
ら
、
軽
減
措
置
が
設
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
詳
し
く
は
納
税
通
知
書

に
同
封
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　
①
低
所
得
者
の
軽
減
＝
世
帯
の

所
得
が
一
定
基
準
以
下
で
あ
る
こ

と
が
確
認
で
き
た
と
き
は
、
均
等

割
に
関
わ
る
国
保
税
の
７
割
・
５

割
・
２
割
を
軽
減
し
ま
す
。
軽
減

は
申
請
の
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん

　
※
所
得
状
況
に
よ
り
軽
減
判
定

を
行
い
ま
す
の
で
、
収
入
の
な
い

方
も
、
収
入
状
況
の
申
告
を
お
願

い
し
ま
す
。

　
②
非
自
発
的
失
業
者
の
軽
減
＝

企
業
の
倒
産
・
解
雇
な
ど
非
自
発

的
失
業
に
よ
り
国
保
に
加
入
し
た

場
合
、
雇
用
保
険
を
受
給
し
て
い

る
方
に
限
り
、
対
象
者
の
前
年
の

給
与
所
得
を
１
０
０
分
の　
と
し

３０

て
計
算
し
、
応
能
割
（
所
得
割
）

に
係
る
国
保
税
を
軽
減
し
ま
す

　
国
保
財
政
の
健
全
な
運
営
に
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
課
国
民
健
康
保
険

係
☎
４
７
０
・
７
７
３
３
へ
。

３０年度国民健康保険税・後期
高齢者医療保険料（普通徴収）
納期一覧

納期限区分

７月３１日（火）第１期

８月３１日（金）第２期

１０月１日（月）第３期

１０月３１日（水）第４期

１１月３０日（金）第５期

１２月２５日（火）第６期

３１年１月３１日（木）第７期

３１年２月２８日（木）第８期

３１年３月２５日（月）第９期

※第９期は国民健康保険税のみ。

子
育
て
支
援
事
業
等 

利
用
者
支
援
員

　
【
雇
用
期
間
】９
月
１
日
～　
年
３１

３
月　
日
（
更
新
可
）

３１

　
【
勤
務
日・時
間
】
月　
日
（
お

１６

お
む
ね
週
４
日
）
勤
務
。
月
曜
～

金
曜
日
の
午
前
８
時
半
～
午
後
５

時　
分
１５
　
【
勤
務
内
容
】
幼
児
期
の
教
育
、

保
育
施
設
や
地
域
の
子
育
て
支
援

事
業
な
ど
に
係
る
利
用
支
援
、
情

報
提
供
、
助
言
、
相
談
な
ど

　
【
勤
務
条
件
】健
康
保
険
、厚
生

年
金
、雇
用
保
険
に
加
入
。有
給
休

暇
あ
り（
最
初
の
６
カ
月
は
な
し
）

　
【
応
募
資
格
】子
育
て
関
連
施
設

で
の
従
事
経
験
が
あ
り
、
パ
ソ
コ

ン
の
基
本
操
作
（
ワ
ー
ド
、
エ
ク

セ
ル
）
が
で
き
る
保
育
士
の
資
格

を
有
す
る
方

　
【
募
集
人
数
】
１
人

　
【
報
酬
】月
額　
万
８
３
０
０
円

２１

（
予
定
。
交
通
費
相
当
額
は
別
途

支
給
）

　
申
し
込
み
は
土
曜
・
日
曜
日
を

除
く
７
月
２
日（
月
）～　
日（
金
）

１３

の
午
前
８
時
半
～
午
後
５
時
（
正

午
～
午
後
１
時
を
除
く
）
に
、
市

販
の
履
歴
書（
写
真
貼
付
）、資
格

証
明
書
（
写
し
）、「
私
の
考
え
る

子
育
て
家
庭
へ
の
接
遇
に
つ
い

て
」を
テ
ー
マ
と
し
た
小
論
文（
６

０
０
字
程
度
、
様
式
自
由
）
を
子

育
て
支
援
課
（
市
役
所
２
階
）
へ

直
接
持
参
し
て
く
だ
さ
い
（
郵
送

不
可
）。
書
類
選
考
後
、面
接
の
上
、

決
定
し
ま
す
。
な
お
、
提
出
し
た

書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
同
課
子
ど
も
政
策
担

当
☎
４
７
０
・
７
７
４
０
へ
。　

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、　
７５

歳
以
上
（
障
害
認
定
を
受
け
て
い

る
方
は　
歳
以
上
）
の
方
が
対
象

６５

で
す
。　

年
度
の
後
期
高
齢
者
医

３０

療
保
険
料
の
決
定
通
知
書
兼
納
付

（
納
入
）
通
知
書
を
、
７
月　
日
１１

（
水
）
に
発
送
し
ま
す
。

◎
納
付
書
や
口
座
振
替
で
納
め
て

い
た
だ
く
方
（
普
通
徴
収
）

　
同
通
知
書
に
同
封
の
納
付
書
で

納
め
て
く
だ
さ
い
。
納
期
は
原
則

７
月
～　

年
２
月
の
８
回
で
す

３１

（
上
表
参
照
）。既
に
口
座
振
替
を

登
録
し
て
い
る
方
は
、
納
期
ご
と

付
し
て
い
た
だ
き
、　

月
の
年
金

１０

支
給
時
か
ら
特
別
徴
収
と
し
て
年

金
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

◎
年
金
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
か

ら
口
座
振
替
へ
の
変
更

　
保
険
料
の
納
付
方
法
は
、
年
金

天
引
き
に
よ
る
納
付
が
原
則
で
す

が
、
申
し
出
に
よ
り
口
座
振
替
に

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
変

更
を
希
望
す
る
方
は
、
①
預
金
通

帳
ま
た
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

（
手
続
き
に
暗
証
番
号
が
必
要
で

す
）
②
通
帳
届
け
出
印
③
後
期
高

齢
者
医
療
被
保
険
者
証
（
既
に
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
口
座
振

替
を
登
録
し
て
い
る
方
は
③
の

み
）
を
持
参
の
上
、
保
険
年
金
課

高
齢
者
医
療
係
（
市
役
所
１
階
）

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
係
☎
４
７
０
・
７

８
４
６
へ
。

に
口
座
振
替
さ
れ
ま
す
。

◎
年
金
天
引
き
で
納
め
て
い
た
だ

く
方
（
特
別
徴
収
）

　
特
別
徴
収
は
年
６
回
の
年
金
支

給
月
に
介
護
保
険
料
と
同
様
に
年

金
天
引
き
さ
れ
ま
す
。　

年
度
の

３０

保
険
料
を
４
月
か
ら
仮
徴
収
と
し

て
年
金
天
引
き
さ
れ
て
い
る
方
は
、

年
間
保
険
料
額
か
ら
仮
徴
収
額
を

差
し
引
い
た
差
額
分
を　
月
か
ら

１０

年
金
天
引
き
さ
れ
る
保
険
料
額
と

し
て
通
知
し
ま
す
。

◎　
月
か
ら
年
金
天
引
き
に
な
る
方

１０
　
普
通
徴
収
と
し
て
第
１
期
（
７

月　
日
）～
第
３
期（　
月
１
日
）

３１

１０

を
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
納

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者 

証（
保
険
証
）の
一
斉
更
新

　
現
在
お
持
ち
の
保
険
証（
藤
色
）

の
有
効
期
限
は
、７
月　
日（
火
）

３１

で
す
。
８
月
１
日
（
水
）
か
ら
使

用
す
る
新
し
い
保
険
証
（
青
竹
色
。

有
効
期
限
は　
年
７
月　
日
）
は
、

３２

３１

７
月
末
日
ま
で
に
簡
易
書
留
・
転

送
不
要
郵
便
で
住
所
地
に
送
付
し

ま
す
。
７
月
下
旬
ま
で
不
在
の
方

や
、
郵
便
局
に
転
居
届
（
転
送
サ

ー
ビ
ス
）
を
出
し
て
い
る
方
に
は
、

７
月
末
日
ま
で
に
保
険
証
を
お
届

け
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

８
月
１
日
（
水
）
を
過
ぎ
て
も
保

険
証
が
届
か
な
い
場
合
は
、
保
険

年
金
課
高
齢
者
医
療
係
☎
４
７

０
・
７
８
４
６
へ
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

　
有
効
期
限
が
切
れ
た
保
険
証

（
藤
色
）
は
、
８
月
１
日
（
水
）

以
降
に
、
細
か
く
裁
断
し
破
棄
す

る
か
、
同
係
（
市
役
所
１
階
）
に

返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

（
減
額
認
定
証
）の
年
次
更
新

　
現
在
お
持
ち
の
減
額
認
定
証
の

有
効
期
限
は
、
７
月　
日
（
火
）

３１

で
す
。
８
月
１
日
（
水
）
以
降
も

引
き
続
き
交
付
対
象
と
な
る
方
に

は
、
新
し
い
減
額
認
定
証
（
有
効

期
限
は　
年
７
月　
日
）
を
、
７

３１

３１

月
末
日
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。
色

は
こ
れ
ま
で
と
同
じ
白
色
で
す
。

　
減
額
認
定
証
を
医
療
機
関
の
窓

口
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
保

険
適
用
の
医
療
費
の
自
己
負
担
限

度
額
と
入
院
時
の
食
費
が
減
額
さ

れ
ま
す
。

◎
引
き
続
き
交
付
対
象
と
な
る
方

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保

険
者
で
、　

年
度
の
住
民
税
（
市

３０

民
税
・
都
民
税
）
が
非
課
税
世
帯

の
方

◎
ま
だ
お
持
ち
で
な
い
方

　
　
年
度
の
住
民
税
が
非
課
税
世

３０
帯
で
、
こ
れ
ま
で
減
額
認
定
証
を

お
持
ち
で
な
い
方
は
申
請
が
必
要

で
す
。
保
険
証
と
認
め
印
を
持
参

し
、
同
係
（
市
役
所
１
階
）
へ
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
月
の
１

日
か
ら
有
効
で
す
。

◎
長
期
入
院
該
当
の
認
定

　
住
民
税
が
非
課
税
世
帯
の
方

（
世
帯
の
所
得
が
一
定
基
準
以
下

の
場
合
を
除
く
）
で
、
過
去　
カ
１２

月
の
入
院
日
数
が　
日
を
超
え
る

９０

場
合
に
は
、
入
院
時
の
食
費
が
さ

ら
に
減
額
さ
れ
ま
す
。
入
院
日
数

の
分
か
る
病
院
の
領
収
書
な
ど
を

添
え
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

自
己
負
担
の
割
合

　
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で
支
払

う
医
療
費
の
自
己
負
担
（
一
部
負

担
金
）
の
割
合
は
、「
１
割
」
ま
た

は
「
３
割
」
で
す
。
自
己
負
担
の

割
合
は
、
毎
年
８
月
１
日
に
当
年

度
の
住
民
税
課
税
所
得（
市
民
税・

都
民
税
納
税
通
知
書
の
「
課
税
標

準
額
」）と
世
帯
構
成
の
状
況
か
ら

判
定
し
ま
す
。

◎
基
準
収
入
額
適
用
申
請

　
自
己
負
担
の
割
合
が
「
３
割
」

と
判
定
さ
れ
た
方
で
も
、　

年
中

２９

の
収
入
額
が
次
の
基
準
額
未
満
の

方
は
、
申
請
を
し
て
認
定
さ
れ
る

と
「
１
割
」
に
な
り
ま
す
。

　
同
じ
世
帯
に
被
保
険
者
が
１
人

の
場
合
＝
収
入
額
が
３
８
３
万
円

未
満
（
同
じ
世
帯
に
国
民
健
康
保

険
な
ど
他
の
医
療
保
険
に
加
入
の

　
歳
～　
歳
の
方
が
い
る
場
合
は
、

７０

７４

そ
の
方
と
被
保
険
者
の
収
入
の
合

計
額
が
５
２
０
万
円
未
満
）

　
同
じ
世
帯
に
被
保
険
者
が
複
数

人
の
場
合
＝
収
入
額
の
合
計
が
５

２
０
万
円
未
満

　
対
象
と
思
わ
れ
る
方
に
は
申
請

書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
７
月
中

に
同
係
（
市
役
所
１
階
）
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
係
☎
４
７
０
・
７

８
４
６
へ
。

◎
家
屋
の
調
査
に
つ
い
て

　
　
年
度
か
ら
の
固
定
資
産
税
・

３１
都
市
計
画
税
の
基
と
な
る
評
価
額

を
算
出
す
る
た
め
、　

年
１
月
２

３０

日
～　
年
１
月
１
日
に
新
築
や
増

３１

築
し
た
家
屋
を
対
象
に
、
家
屋
調

査
を
行
い
ま
す
。

　
調
査
は
市
職
員
が
複
数
人
で
伺

い
、
所
有
者
の
立
ち
会
い
の
下
、

家
屋
の
外
回
り
と
内
部
の
間
取

り
・
使
用
資
材
な
ど
を
確
認
し
ま

す
。
調
査
を
行
う
と
き
は
、
事
前

に
文
書
で
連
絡
し
、
日
時
を
約
束

し
て
か
ら
伺
い
ま
す
。

◎
家
屋
の
取
り
壊
し
・
増
築
の
際

に
は
ご
連
絡
を

　
建
物
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
取

り
壊
し
た
場
合
、
ま
た
は
増
築
し

た
場
合
に
は
、
登
記
・
未
登
記
に

か
か
わ
ら
ず
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
土
地
の
調
査
を
実
施
し
ま
す

　
土
地
の
利
用
状
況
を
調
査
す
る

た
め
、
市
職
員
が
市
内
全
域
を
自

転
車
で
巡
回
し
ま
す
。
調
査
の
実

施
期
間
は　
月
～　
月
ご
ろ
で
す
。

１０

１２

　
※
家
屋
・
土
地
と
も
に
、
調
査

時
に
は
市
職
員
が
「
固
定
資
産
評

価
補
助
員
証
」
を
携
帯
し
て
い
ま

す
。
　
詳
し
く
は
課
税
課
家
屋
資
産
税

係
☎
４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線

２
３
４
２
～
２
３
４
４
）、土
地
資

産
税
係
（
内
線
２
３
３
８
・
２
３

３
９
・
２
３
４
１
）
へ
。

　
【
任
期
】
８
月　
日
（
土
）
～　

２５

３２

年
８
月　
日
（
月
）
の
２
年
間
。

２４

審
議
会
は
、
年
間
３
～
５
回
程
度
、

平
日
の
日
中
に
開
催
予
定

　
【
応
募
資
格
】　
歳
以
上
の
市
民

１８

　
【
選
任
人
数
】
５
人
以
内

　
【
応
募
方
法
】７
月　
日（
金
）ま

１３

で
に
（
必
着
）、「
環
境
審
議
会
委

員
希
望
」と
明
記
し
て
、「
い
ま
関

心
が
あ
る
環
境
問
題
（
３
つ
）」
と
、

応
募
の
動
機
」
を
合
わ
せ
て
８
０

０
字
程
度
に
ま
と
め
（
書
式
は
自

由
）、
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
性

別
・
電
話
番
号
・
電
子
メ
ー
ル
ア

ド
レ
ス
（
お
持
ち
の
方
）
を
記
入

の
上
、
〒
２
０
３－

８
５
５
５
、

市
役
所
環
境
政
策
課
宛
て
郵
送
、

電
子
メ
ー
ル
（kankyoseisaku@

city.higashikurume.lg.jp

）、ま
た

は
直
接
同
課
（
市
役
所
５
階
８
番

窓
口
）
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
選
考
結
果
は
、
８
月
上
旬
ま
で

に
通
知
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
５
３
へ
。　

　
環
境
審
議
会
は
、
市
の
環
境
の

保
全
な
ど
に
関
す
る
施
策
を
総
合

的
・
計
画
的
に
推
進
す
る
上
で
必

要
な
事
項
を
調
査
・
審
議
す
る
た

め
、
市
長
の
附
属
機
関
と
し
て
設

置
し
、
学
識
経
験
者
・
市
民
・
事

業
者
な
ど
で
構
成
さ
れ
ま
す
。

　
次
期
の
環
境
審
議
会
委
員
（
市

民
委
員
）
を
次
の
通
り
募
集
し
ま

す
。

　
【
訃
報
】

白
石
玲
子
議
員
逝
去

　
東
久
留
米
市
議
会
議
員
の

白
石
玲
子
氏
が
６
月
９
日
に

逝
去
さ
れ
ま
し
た
。　

歳
で

６８

し
た
。

　
議
員
歴
６
期
、
会
派
は
市

民
自
治
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
党
派

は
無
所
属
。

　
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し

ま
す
。

　

年
度
国
民
健
康
保
険
税

３０納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

　

年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

３０決
定
通
知
書
兼
納
付
（
納
入
）
通
知
書
を

発
送
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

新
し
い
保
険
証
と
減
額
認
定
証
を
送
付
し
ま
す

固
定
資
産
税

固
定
資
産
税
のの

現
況
調
査
に
ご
協
力

　
　
　

現
況
調
査
に
ご
協
力
をを

市
環
境
審
議
会
委
員

（
市
民
委
員
）
を
募
集
し
ま
す


